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定刻になりましたので、平成２７年度第２回津市文化振興審議会を開

会させていただきます。 

本日は、御多用のところお集まりいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 

それでは、開会にあたりまして、スポーツ文化振興部長の新家より、

ごあいさつを申しあげます。 

1 会議名 平成２７年度第２回津市文化振興審議会 

2 開催日時 
平成２８年３月３１日（木） 

午後１時３０分から午後３時３０分まで 

3 開催場所 メッセウイング・みえ２階 中研修室 

4 出席した者の氏名 

（津市文化振興審議会委員） 

伊藤寛司、加藤久、川合俊平、阪野優、佐藤ゆかり、田端忠勝、 

中林カオル、錦かよ子、濱野章、水谷てつ子、椋本千江、 

山田康彦、山本賢司、渡瀬容子 

（事務局） 

スポーツ文化振興部長 新家聡、スポーツ文化振興部次長 武

川明広、文化振興課長 脇田久三、文化振興課副参事 水谷隆

彦、文化振興課担当主幹 中村光司、文化振興課担当主幹 小倉

伸子、文化振興課主事補 浅田誠一郎 

5 内容 

１ あいさつ 

２ 議事 

平成２７年度文化振興事業の実績評価について 

３ 報告 

平成２８年度文化振興事業の事業計画について 

（仮称）津市久居ホールの整備について 

４ その他 

6 公開又は非公開 公開 

7 傍聴者の数 0人 

8 担当 

津市スポーツ文化振興部文化振興課 

電話番号  ０５９－２２９－３２５０ 

E - mail 229-3250＠city.tsu.lg.jp 
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本日は、お忙しい中、審議会にお集まりいただきましてありがとうご

ざいます。 

文化振興審議会委員の皆様におかれましては、平素より市政全般にわ

たり、また、文化行政につきましては格別の御理解、御協力をいただい

ておりますことに改めてお礼申し上げます。 

今日の審議会は、２６年４月に策定した文化振興計画（改訂版）に基

づきまして、毎年度、審議会で事業の点検・評価をしていただき、その

結果を、事務事業に活かし、津市の文化振興につなげていきたいと考え

ております。 

委員の皆様には事業のあり方など改善点がないかの評価、意見をお願

いします。 

また、（仮称）津市久居ホールの整備につきましては、後ほど事務局か

らこの１年間の経過報告をさせていただきますが、今年度は、施設の基

本設計・実施設計を行う事業者をプロポーザル方式によって選定し、そ

の後、施設の建設と管理運営を検討する委員会を立ち上げ、整備に向け

た協議をいただいております。 

また、施設の概要を地域の皆様にお知らせする住民説明会を１月と３

月に２回開催し、周知に努めてまいりました。また、並行して、施設の

建設整備と管理運営に係る委員会を設置し、各々５名の委員の皆様に、

ハードとソフトの両面から議論をいただいているところです。 

本審議会からは、山田会長に建設検討委員会に御参画いただき、専門

のお立場から御指導をいただいております。ありがとうございます。 

今後も本審議会で事業進捗について逐次御報告をさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の審議、よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

それでは、議事に入っていただきます前に資料の確認をお願いします。 

本日の事項書、資料１「評価票」、資料２「２７～２９年度年度別実施

計画表」、資料３「２８年度事業予定表」、そして資料４「久居ホール関

係資料」と、参考資料として２７年度事業のチラシ及びこの４月５月に

開催する事業チラシ２枚を配布させていただいておりますので御確認く

ださい。 

それでは、ここからは、津市文化振興条例第１２条第１項の規定に審

議会の会議は会長が議長となるとありますので、山田会長よろしくお願
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いします。 

 

はい。ここからは、私の方で会議を進めさせていただきます。会議運

営に格別の御協力をお願いします。 

最初に、今日の出席者は、委員１５名中１４名でございますので、津

市文化振興条例第１２条第２項の規定により会議が成立していることを

報告いたします。 

本日の会議は、津市情報公開条例第２３条に基づきまして、公開とさ

せていただきます。 

また、会議結果につきましては、市のホームページにおきまして公開

されますので、併せてご了解ください。 

それでは、議事に入らせていただきます。 

平成２７年度文化振興事業の実績評価についてです。これについては、

昨年３月の審議会で平成２６年度の実績評価をいただきましたが、今回

も、まず、表の見方などを事務局から説明いただいてから、個別の事業

について説明を受けたいと思います。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

それでは失礼いたします。まず、表の説明をさせていただきます。 

資料１、Ａ４縦の資料でございますが、裏表のコピーになっておりま

す。これと同時に横長のＡ３のシートですが、この評価シートを統括的

にまとめたような形になっておりますので、これを対比しながらご覧い

ただきたいと存じます。 

資料１でございますが、個別の文化振興計画の事業評価ということで

２２項目ございます。昨年は２１項目でございました。今年は、新規で

事業が１項目増えましたので、その事業を冒頭に文化振興事業というこ

とで事業番号１番が入れてあります。 

昨年度この場で事業評価をいただいたわけですが、昨年同様個別に説

明させていただきます。 

資料２の真ん中あたりに備考という欄がございます。ここをずっと下

がっていただきますと、事業番号が１から通し番号でついております。 

コピーの具合がふさわしくなく、本来１～６までは網掛けになってお

りまして、更に７～１０まで網掛け、１１は網がかかってないという状

態なので、ちょっと薄い状態で申し訳ないのですけれども、事業番号を

申し上げますので、これと対応してご覧いただきたいと存じます。表の

説明は以上でございます。 
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はい。ありがとうございました。 

ただいま、全体の資料の説明をしていただきました。 

このことにつきまして、何か御意見、御質問がありましたら、お願い

したいと思います。 

 

それでは、事務局、事業の内容について説明をお願いします。 

 

「平成２７年度文化振興事業の実績評価について」説明 

 

以上で議事の平成２７年度文化振興事業の実績評価がすべて終了いた

しました。 

全体を通して何かご意見等ございましたら、お願いいたします。 

 

公募委員の阪野ですが、まず事業番号２から伺いたいと思います。 

広報津の３月１６日号に、第１０回津市美術展覧会の受賞者の紹介が

されていて、個人的なことになるのですが、私は国児学園の近くに住ん

でいてその生徒の日々の活動を見ていて、そこの子供達が美術工芸で岡

田文化財団賞を受賞したので嬉しかったです。 

そこで質問ですが、前回も「中高生を増やしたらどうですか」と私は

喋ったと思いますが、若い世代の参加が少しずつ増加ということで、中

高生は何人くらい増えましたか？ 

 

昨年は、１２名でしたが、今年は、中高生等を含めまして１５名程御

出品をいただいております。これは、出品料無料ということでご対応さ

せていただいています。 

先程阪野委員がおっしゃいました国児学園の皆さんについては、共同

作品ですけれどもワンカウントということでさせていただいておりま

す。 

 

事業番号２の続きということで、これも前回私が喋らせていただいて、

山田会長から「あなたが選ぶ～というのを県展でやっている」という話

が出まして、早速「あなたが選ぶ第１回市展賞」が採用されて、これは

要望なのですが、津市議会議長賞、教育長賞、岡田文化財団賞、その下

にできたら「あなたが選ぶ第１回市展賞」という名前を入れてもらうと

更に「やったー」という感じで喜ばれるのではないかなと思いました。 



 

山田会長 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にいかがでしょうか。 

 

３点お願いします。いろいろと事業の報告をいただいたのですが、報

告のなかった事業はどうなっているのでしょうか。 

例えば、最初に資料２について、網掛けのあるものとないものの説明

がありましたけれど、網掛けのないものというのは今年度実績がなかっ

たのか予算が付かなかったのか、どういうことなのかご説明をいただけ

たらと思います。 

２点目ですけれども、これは全体に関わることなのですが、自己評価

のところに「実行委員会等の意見やアンケート結果等」と項目が設けら

れており、ここに書いてある事業が非常に少ないと思います。 

特に文化という分野は、もちろん数値目標も大事です。数値目標や成

果も上がっているのですけど、それ以上に文化というのは質が大事です。 

私達がそれを評価するためにも、来年度は多くの事業で実行委員や参

加者の意見やアンケートを積極的に行うようにしていただきたいと思い

ます。 

３点目ですけれども、事業番号７番です。ここの主な事業実績のとこ

ろの文章の意味がちょっと分からないのですが、「各団体の情報交換の場

をなりました」とありますけれど、これは情報交換の場を作ったという

意味なのか、それとも会報を発行したことが情報交換の場となったのか、

どっちなのかよく分からないのでご説明頂きたいということと、これ前

年のコピペですね。前年のコピペをするのもいかがなものかと思うので

すが、意味の通じないものをそのままコピペするのもちょっと恥ずかし

いと思って、最終これを出すときに修正をお願いできたらと思います。

以上３点です。 

 

この事業番号の中で、個別の評価表に対応しないものでございますね、

これにつきましては、現在のところ予算措置のないもの等がございま

す。 

それについては、評価ができないということで、事業実施がなく、

今回の個別評価表の方からは対象外になっているものでございます。 

２点目のアンケート等の実施につきましては、委員御指摘のとおり

実際にアンケートを行っている事業を今年からいくつか増やしている

のですが、参加いただいた方の声を直接反映できる事業により良いも

のにするということで、アンケート等を積極的に行っていきこちらに
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脇田課長 

 

 

 

 

 

 

 

反映させていただくようにしたいと存じます。 

それから７番のところ、非常にお恥ずかしい形で申し訳ございませ

んでした。 

団体間の交流ということにつきましては、市内加盟１０団体という

ものがありまして、この１０団体の皆様が一堂に集まる連絡協議会を

組織しておりまして、ここで情報交換等をしていただいたり、逆に、

こちらの事業のご協力をいただいている場でもあります。 

そこで地域間の課題であるとか、そういうことも話題としてお話し

いただいてという形でございます。 

 

今のご説明でよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

他にいかがでしょうか。 

 

事業番号２１番の文化施設の指定管理についてですが、審議委員に参

加させていただくようになって早々、指定管理の話が以前からございま

した。 

指定管理というのは良いこと、悪いこと色々あると思うのですが、何

故、未だ実現されていないのか素朴な疑問にございます。 

それさえ、とりあえず、やらなければいけないのならやってしまって、

今までの文化事業推進であるとかというところに、それまでを知ってい

る我々と、これからということに対して前向きな考え方は、ここである

からこそ出るのかなと。 

であるならば、なぜ指定管理に進んでいかないのかなと疑問にござい

ます。 

 

これまでもこの場でも、この話につきましては、そういう準備を進め

ているという経過の中でいろいろとご報告をさせていただいてきまし

た。 

当然、文化ホールの指定管理制度への移行につきましては、施設の管

理もさることながら、中身の充実を図りたいということで、企画運営の

部分についてもできるような指定管理者を選んでいくという中で、移行

について進めてきたところですが、いざやろうとすると老朽化している

施設が多く、例えば、天井の問題、空調の問題にしましても、リージョ
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脇田課長 

ンプラザについてもかなりの年数が経っていて、施設を修繕していく部

分が多くなってきています。 

ここ数年も、空調が急に壊れたり、いろんなことが起こっておりまし

た。 

その中で、修繕の計画なりを、もう一回検討したうえで定めてから指

定管理に移行する方が、このまま渡していろんなリスクを負うよりもい

いだろうと。 

主に、施設をこれからどう改修していくか検討を再度することになっ

てしまったことから、若干指定管理が遅れてきました。 

そういう方針で進めていることには変わりはないのですが、再度もう

少し慎重に検討させていただいており、指定管理者制度が遅れていると

いうことでございます。 

 

設備が不備であるがゆえに、指定管理っていうのは設備を維持管理す

る意味じゃないと思うのです。 

例えば、今、久居のホールを作っていて、竣工してもトラブルなんて

１か月後でも出てくると思います。それは理由にならないと思います。 

内容ありきで指定管理、内容じゃなくていわゆる行政側の職員の方々

が、それではできないだろうという意味で、言い方悪いですけど、指定

管理さえしてしまえば、行政の職員の発想じゃないところでどんどん活

性化していくだろうという期待もあると思います。それであるのがベス

トかなと。 

今の説明では、設備の問題ですとおっしゃられましたけど、ただそれ

だけの問題で進まないと解釈してよろしいでしょうか。 

 

現実的に今、おっしゃっていただいていますように、良い事業をして

もらうとか、これまでになかった企画を、ホールを充分に活用しながら

やるという趣旨の中で進めてきていたわけですけども、その事業をやる

にしても、安全性等を確保する部分や、お渡しをする中でいろいろと故

障が出てくるような時期に入ってきてしまっているというのも事実です

ので、指定管理にするとはいえ、次にきちっと渡していくことも必要で

すので、そこの検討を再度させていただいたということでございます。 

 

今、想定できる指定管理への設定の年度は、何年度ですか？ 

 

２７年１０月に文化ホール施設担当を新たに設置いたしました。 
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伊藤委員 

 

その担当でこの半年間いろいろと検討をしていただきました。修繕計

画も、これからうちの方も議会等に図りながら修繕計画を出していくこ

とになっています。 

 

失礼します。文化ホール施設担当の水谷と申します。 

よろしくお願いします。 

２７年１０月に文化ホール施設担当ができまして、それまでは文化振

興課長の方で進めていただいていましたが、先程、課長が言っておられ

ました施設の老朽化も含めて、文化ホール施設担当で見直しをしてまい

りました。 

その中で、ただ単に施設だけを直すのではなく、どう使っていくか、

久居ホールも含めて既存の文化ホールといわれるところが連携してやっ

ていけるかどうかというあり方を検討させていただきまして、それに見

合ってどのように修繕していくかも決めさせてもらって、今後議会へ諮

って、承認いただいて工事の方に進めていきます。 

それは、日々の経年劣化等ありまして、その修繕は完成しても次の日

どうなるか分からないというのはあるのですけれども、大元の空調等が

全然効かなくなったと、そのような修繕だと休館を余儀なくさせられる

場合があります。 

そうなると、今のまま指定管理をすぐ決めたとしても、渡せる状況じ

ゃないのかなという中で、我々の担当、課、部の話の中ですけども、今

後議会の方に、修繕の方もこうやっていきたいということを示させても

らう段階には今なっています。 

 

ご質問は、大体見通しとしてはどのくらいなのかと。 

 

認められないと、その日程がまだ分かりません。 

 

断言してくださいというのではないですよ。 

今、例えば、そちらの部署での目標は？ 

 

まず、改修するのに大きな工事になりますので、大きな工事をやる時

には設計の前に基本計画というのがありまして。 

 

ごめんなさい、途中で止めて申し訳ない。ということは久居のホール

が出来上がってからという考えでよろしいですか？ 
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違います。 

今、文化ホールをやっているのがリージョンプラザ、サンヒルズ安濃、

白山のしらさぎホールが主で、例えばその３つの修繕が全部終わってか

らまとめて指定管理に出すのか、修繕が終わってから個々に出していく

のかいろんなパターンがありまして、明言できないのはその辺なのです

けども。 

具体的に言いますと、結局、例えば、いっぺんに３つを工事しました

と言って、完成時期が一緒でしたら翌年度に指定管理に出していこうと

いう考えがあると思うのですけども、３つすると利用が困りますよね。 

スケジュールとして各館がダブらずに工事を分けて、３館あったらあ

との２館が営業しています。ＢをするときはＡとＣが使えるように、ま

とめて指定管理するか、１つ毎にできたら指定管理に向かっていくのか

というやり方が決まってないもので、何とも言えないですが、久居ホー

ルができるまでに１つくらいもっていくのかなという計画ですけども、

まとめてやるのかもまだ分かりません。 

 

我々がここで発言いたしますと、そこで実現できないとまた話が違う

じゃないかということになるので、議会の承認も得ていない中で、なか

なか担当としては申し上げにくいということです。 

今、話の中に出てまいりましたように、３１年４月に久居ホールがで

きますので、それまでには既存のホールでどこかは指定管理にしていこ

うというのが、今、説明した話をもう少し噛み砕いて言うとそういうこ

とになります。 

今の段階では断言できませんし、久居ホールそのものも指定管理にす

るかどうかということも、まだこれからきちんと固めていく段階ですの

で。 

これは、我々の準備の方が遅れていたというわけではなくて、こちら

のメッセウイングとサオリーナについては予定どおり指定管理者も選ん

でやってきたわけです。 

指定管理者そのものを選ぶということは、それほど難しいことではな

いのですけれども、今、水谷が申し上げたように、今のうちの施設はか

なり老朽化していて、例えば、既に指定管理に出している安濃体育館は、

天井を張り替えるのに３月くらい休みました。 

指定管理に出してしまうと、使用料等が指定管理者の収入になります

ので、その分を市が弁済しないといけないことも発生しますので、そう
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いう経験を経て、この老朽化施設については、直してからきちんと指定

管理に出していこうと、順次か一括かは、まだちょっと検討の余地があ

りますけれども。 

そういう方針の転換がありまして、今のような話になっているという

ことを私の方からも説明させていただきます。 

 

指定管理のことで１点だけ要望ですが、そういうスケジュールで今後、

指定管理者制度が導入されていくと思うのですけど、実際その指定管理

者制度の中身というと、結局は行政の予算ありきで、依存するという形

になってしまうことが多々ありますので、やはり、この制度というのは

民間のノウハウやアイデアを活かしながら経営を実現していって、コス

トダウンするのが目的だと思うので、その辺は、利用条件などを緩和し

てもらって、民間が知恵とかアイデアを出しやすいように、それで運営

していくことが必要になってくるので、規制緩和もある程度緩和してい

ただいて、せっかくの民間ノウハウをできるように支援していただきた

いと思います。 

 

他にいかがでしょうか。いろいろご指摘をいただけたらと思います。 

 

津市民文化について感想と要望で、私は、津市民文化に拙い俳句や短

歌を出しているのでいつも興味を持って読ませてもらっています。 

今回、４４０冊売れたということで、非常に喜んでいます。 

１つは、私の好きな歌人の１人の岡野弘彦先生が、「雲出川の源流に生

まれて」という文章と短歌を書かれて、僕の友達の短歌をやっている人

が「津市にこんな凄い人が居たのか」とよく言われたもので、それも効

果があって売れたのでは、と思います。  

そこで要望ですが、津市でいろんな人が文化活動を頑張っておられる

のは私も審議委員をさせていただいて分かったのですが、津市出身で、

県外で文化活動を頑張ってみえる方に、例えば「ふるさとは遠きにあり

て思ふもの」と室生犀星が言っていますが、そういう人に文章を依頼し

て津市民文化に載せていただけないでしょうか。 

例えば、私は音楽に疎いのですが、作曲家で東京芸大の野田暉行さん

という人が津市出身でみえます。私より５歳くらい年上の方で活躍され

ている人なので、「ふるさとを思う」とか書いてもらったら、音楽には疎

いですが私も読ませてもらいたいと思いますので、是非要望を汲んでい

ただければと思います。 
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編集は、文化振興課でされているのですか？ 

 

事務局を私の方でお預かりしまして、編集委員８名の方にご協力いた

だいて編集をいただいているのですが、阪野委員からご指摘ございまし

た昨年の第９号は岡野弘彦先生に特別寄稿という形でいただきました。 

その流れもあり、まもなく発刊になります第１０号には、古事記研究

で有名な三浦佑之先生にも「美杉出身ということで是非お願いします」

と文面でお願いしましたら快く受けていただきまして、今回も特別寄稿

をいただくことになりました。 

ここ２回こういう形で続きましたので、今後もできれば続けられるか

どうかというところだと思うのですけれども、まもなく発刊になります

のでこのことをご報告させていただきます。 

 

この市民文化のハード事業に関連してお聞きしたいのですけど、平成

２７年度は１５００冊ということで、４４０冊販売されて、残りは売れ

残ったということですか？ 

 

先程、御報告させていただいた部数は、販売の２月末の実績でござい

ますが、あと公共施設、当然、国立国会図書館へ納本でありますとか地

元の大学、高校、それから市内の小中学校、それらへ献本いたしまして、

それが大体５８０冊から６００冊ほどございます。 

ですので、販売部数と合わせますと１０００冊から１１００冊の間く

らいは活用されているという状況でございます。 

 

逆に言えば、普段はたくさん余っていますが、今年は、そういう点で

はよく売れたということですよね。本当は、そのくらいいつもあっても

いいくらい。 

他にいかがでしょうか。 

 

テレマン室内楽のコンサートですが、４８８枚チケットが売れたとい

うことで、３月早々にお聞きした時にはまだ２００枚くらい余っている

という話もあって心配をしていたのですが、あの値段で演奏が聴けて、

しかも、すごくアットホームで解説もしていただいて勉強になったわけ

ですが、できることなら満席であって欲しかったなという思いもありま

す。 
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チラシやポスターが貼ってあったり、市政だよりにも載っていたりし

ましたが、販売の仕方で、もう一工夫あれば満席にすることができるの

かなと。 

文化協会の理事長なんかは、ことある会議の度に、宣伝をしてくれて

おりましたので、例えば、私どものような者でも５枚なら５枚お預かり

して、ことある度に説明して協力することもできないことはないのかな

と思います。 

ただ、チケットを置いておくだけでは、なかなか難しいのかなと。 

そう言うことでお考えがあれば、お聞かせいただきたいということが

１つと、事業番号８の文化振興基金の活用ですけど、申請の期間が今年

は２月中旬から３月中旬でしたね。ということは、そこで締め切って決

定がなされて通知が来ると。次の４月から始めたい事業であれば、チラ

シやその他の準備に全て入っているので、決定されるか分からないのに

「津市文化振興基金活用事業」と載せることが難しいと思います。でき

たチラシに、後から貼るというのも大変だし、そこらへんはどうお考え

なのかと。岡田文化財団なんかは、９月に受付が終わって決定して、通

知をもらえるから、４月からの新年度にちゃんと載せることができると

いうことがありまして、そこらへんをお聞きしたいと思います。 

 

まず、１つ目の文化振興事業の話ですけど、皆さんにお願いをさせて

いただくようなことも考えていたのですが、今回は、これまでのチケッ

ト販売とは違いまして、三重県文化振興事業団の方にも御協力いただき

ました。 

また、各文化協会の会長さんの集まりであります連絡協議会があるわ

けですが、その方々に御協力いただきまして、実行委員会の設置をし、

実行委員会方式で実施をいたしました。 

チケットぴあ、エムズネット、これらのインターネット販売ができる

ようなやり方を初めてさせていただいて、リージョンプラザでは初めて

座席指定という形で今回、事業をしました。 

事業団さんにも、ＰＲをいただいていますし、私どももそういうＰＲ

をさせていただいた、これがこれまでの事業と若干やり方が変わった点

でございます。 

それと併せまして、各文化協会の会長さんにも、各地域で周知をかな

りしていただいたと言うこともございます。 

それと、やはりこういう事業の中身の割には、チケットを安くしてい

ただいたと言うことで、当初の予想では、満席近くになるのだろうとい
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う若干の安心感もございました。 

現実を見てみますと全然売れなかった時期は無かったのですが、同じ

ような割合で売れていって、途中経過で２００枚、３００枚という時点

もありましたけど、当日までで、約５００枚のチケットが売れたことで、

事業団の評価も取組の中では、まぁまぁのことだろうとお話はいただい

たのですが、確かに満席になる予定でさせていただいていたという中で

は、もう少し努力できなかったかなと言うことは残りましたけども、今

までの事業に比べますと周知は、できたと思っております。 

ただ、今、御提案いただきましたことも含めて、これからもう少しそ

ういうことも考えさせていただきながら、欲を出して埋めたいなと思い

ます。 

それから、基金事業の関係ですが、例年、同じような御議論をいただ

いており、この事業に対しましては、基金運営委員会を設置しており、

その審査の中でも同じような議論があります。 

なんとか、私どもも４月事業について採択できる方法は無いのかなと

苦労はしていますが、行政の単年度会計で４月から３月という縛りでこ

の事業をやっている中で、今は、審査を３月にさせていただいていない

関係で、４月早々でやっておりますけど、４月早々の事業については、

実施に対しての助成が難しいことが、なかなか解消できないのが事実で

す。ギリギリでやっていただきました場合、後でチラシに貼り付ける工

夫をしていただいている団体さんもおみえです。 

うちの場合は、補助決定されてから実施をしていただくことが基本に

なってきますので、４月早々の事業につきましては、チラシの部分です

とか、ＰＲいただく経費につきましては、助成させていただくことが難

しいということが現実でございます。以上です。 

 

その点については、時期の問題もあるのですけれど、事業番号８の助

成については、目標値は１０件で、例年、４件くらいになっているよう

に思うのですけど、本来、もっと応募があって、件数が多くても予算上

は問題ないわけで。それが増えないというのは、もうちょっと工夫して、

多くの人が応募して、その件数が増えていくことによって、こちらの目

標を達成するので、そういう工夫もしていただく必要があるのではない

かなと思うのですけどね。  

 

今、お話を伺っていて思ったのですが、締め切りを早くすることがそ

んなに問題があることなのですか。 



 

脇田課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川合委員 

 

 

脇田課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

錦委員 

 

 

脇田課長 

 

 

 

 

 

締め切りを早くさせていただくことについては問題ありません。 

今は、ギリギリになっているので、もっと早くした方がいいかも分か

りませんが、どうしても４月以降の事業になってきますので、補助決定

が４月以降でしかできません。 

単年度会計ということもありまして、決定は、４月じゃないとできな

いです。 

予算がどうしても３月の議会で、当初予算が認められますので、それ

までは、予算が確定していないことになってきます。 

４月以降で、新年度の事業が始まりますので、どうしても決定はそれ

以降じゃないとできないことになっています。 

 

そうすると、４月の早い事業には、基金はいただけないということに

なるわけですね。 

 

基金運営委員会でもその辺のお話しも議論をいただいています。 

４月早々の部分ですとどうしてもＰＲは２月３月にされますし、例え

ば、集客をする事業ですとＰＲが足りなくなり、前年度から着手するこ

とになりますので、その部分については助成できないことになっていま

す。 

それまでは、早い着手の事業は、一切助成ができなかったということ

になっていましたが、平成２５年の基金運営委員会の中でも議論をして

いただいて、１～３月にかかられる部分については、どうしても事後決

定になってしまうのでそれは無理ですけど、４月以降の、例えば、本番

を実施するための経費でありますとか、そういう部分については助成が

できるという形に変えさせていただきましたが、今の制度の中ではそれ

が限度かなと感じています。 

 

私の記憶では、前期と後期に分かれていたような気がしますが、あれ

はいつのことでしょうか。 

 

たまたま、昨年は少なく、今年も実際出てきた件数は少なかったので

すけども、そういうことが昨年ありましたので、いろんな方にＰＲしま

したが、やはり現実は少なかったです。 

そういうこともあって、運営委員さんから「もう一度、再募集したら

どうか」というお話があり、８月にも再募集させていただきました。 
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申請は、１件ありましたが、それについては、病気をされた関係で辞

退されたので４件ですけども、追加募集をさせていただいたという経緯

はありましたが、件数は伸びなかったです。 

合併してからは、前期後期という形にはなっていないと思います。 

 

前半募集と後半募集を復活したら、今の問題は、解決できるのではな

いですか。 

 

復活しても年度内じゃないと、となりますので、難しいということに

なりますね。 

 

私は、今年度来させていただきまして、委員会での議論も聞かせてい

ただいていまして、皆さんがやりたいと思ってみえるところに手が届い

ていないという実態を初めて知りました。 

脇田が申し上げたように、自治体の会計年度、国も一緒ですけど、原

則というのは、我々なかなか歯がゆい思いをしながらも守らなければい

けないルールの中でも、かなり上位に部類します。 

今年度、そういう事実を知って、なんとか上手くやれないかと言うこ

とは継続して考えてはいるのですが、今、直ちに解決策は、ないという

ことです。 

我々自身も４月にイベントをしようと思うと、３月で決まった予算を

使うので、ものすごくタイトな中でやっていかないといけません。 

市の事業はそうですが、これは補助事業ですので、制度は守りながら、

皆さんが思ってみえることに近付く工夫はこれからも継続して考えたい

と思っています。 

認識はしていますけど、すぐに解決案として御提案できない状態です。 

 

もう１つ、指定管理のことでお伺いしたいのですが、３つのホールを

別々の指定管理者にお願いするつもりなのか、それとも３つのホールを

一括して、１つの指定管理者にお願いするつもりなのですか。 

 

先程の質問された方と同じような回答になってしまうかもしれません

が、その辺がまだ何も決まっていない状態で、これから議会へ示して決

めていきたいと思っています。 

 

例えば、安濃のハーモニーホールだけで指定管理者が手を上げる方が
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いらっしゃるのかと思うのですけど。 

 

またお示しできない状況で、申し訳ございません。 

 

他にいかがでしょうか。 

 

事業番号９番の映画ですが、日本語字幕がついた映画を見ていると、

新作デジタル化されている映画がほとんどだと思います。 

でも、やはり旧作も字幕で見たいという方も多いと思うので、例えば

デジタルリマスター版ができたものをやっていくとか、あるいは私が映

画解説をさせていただく中で技術的なことは分からないのですが、出来

合いの、できたら字幕じゃなくて、会場で業者さんが字幕をつけてくと

いうようなことをされていたところがあったと思うので、そういった方

法も調べていただいて、是非、懐かしい映画も字幕で観ていただくこと

ができるような方法にしていただければと思います。 

 

他にいかがでしょうか。 

 

９番のことでお聞きしたいのですが、故人の方の寄付金を基に毎年さ

れていると思います。 

今年度、４年目ということで、今年度は、昨年と比べて入場者数がマ

イナスになり、悪天候が重なり集客に繋がらなかったと考えられるとい

うことですが、基金の活用方法は、今後もこの映画の上映会ということ

でお考えされているのか、それとも別の委員会で検討されて、例えば、

映画のワークショップとか、そういう形で変えられていくのか、寄付さ

れた方の御厚意、お考えもあると思うので、その辺は、どのような形で

今後は、あと何年こういう形でできるのですか。 

 

この事業につきましては、故人の方の遺志は「映画をしてください」

という遺志ではなくて、津市の文化芸術の振興に寄与したいということ

で、いただいています。 

基金運営委員会で、そういう内容について、御検討いただいた上で映

画をさせていただいているのですけど、映画の場合、実行委員会を作ら

せていただいて、実行委員会は、各文化協会の方々にお願いをしている

わけですけど、各地域の中の話とか、話を聞く中で、また映画事業をや

って欲しいという要望もございますので、今のところ映画を続けさせて
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いただいています。 

ただ、映画だけをやって欲しいという遺志ではございませんので、運

営委員会での議論の中で、これから検討していきたいと思います。 

あとどれくらいという話ですけど、今の予算ペースでいきますと、あ

と１０年くらいと考えています。最初、基金事業は、利息の良い時に基

金の利息をもって、充てていた事業ですけども、やはり、４、５年くら

い前から元金を食っている状況です。 

私どもも各施設に募金箱を設置させてもらっていますが、それは、微々

たるものですので、これから基金をどう増やしていくかということも考

える必要があります。 

基金運営については、利息を求めるよりも、国債に投資をしてみると

か、そういう部分の運営をやるとか、いろいろとうちの財政や会計管理

室の方とも相談しながら、少しでも基金を有効に、長い期間使わせてい

ただきたいということで、運営委員会で検討いただくとともに、市の方

でも考えさせていただいています。 

 

事業番号９で、映画は私も好きなのですが、映画だけではないと課長

さんのお話しされましたもので、できたら漫才や落語、私個人としては、

そういうのも聞きたいです。 

例えば、ピースのコントなど結構面白いなという感じでテレビは見て

います。それだけでは、下世話な話になってしまいますので、又吉さん

が芥川賞をもらったので、あの人は太宰治が好きだと盛んに言っておら

れたので、太宰治に関して講演を入れてもらって、併せて、先に漫才を

してもらって、となると映画以外にも人が集まるかなと思ったりしまし

た。 

 

もう少し違う面でもできるということと、やるからには人にちゃんと

来ていただくようなことをやっていただきたいということですね。 

私からも１点あるのですが、事業番号５の文化奨励賞・功労賞や、事

業番号１２とかですね、目標値とその実績値の出し方の問題ですが、今

言った２つは、目標値が２つあります。 

例えば、奨励賞・功労賞は、応募者数及び表彰者数という、複雑な目

標値になっていて、今回は、表彰された人の数しか実績値として出して

いないので１件になってしまう。応募者からすれば７とか８になったり

するわけですね。目標をそう設定されているので、実績値も単純にしな

いで、それに合わせて実績も出していただいた方が良いのではないかと
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思います。 

事業番号１２は、青少年文化芸術祭事業ですが、参加企画者数５０人

以上、入場者数１，０００人以上という複数の目標値になっており、そ

れぞれ大事な指標だということで複数の指標になっていて、それに合わ

せて実績値も出していただいた方が正確な実績評価になると思うので、

是非、お願いしたいと思います。 

他にお気付きの点はございますか。 

 

事業番後５ですが、今回は、１０件の応募があって、決まったのが１

人ということですが、部門ごとでもその選考基準というか、津の方なら

受けていただきたいなと思いますが、相当しなかったわけですから、そ

ういうのも入れていただけると。 

１０件もあったのに何もなかったというのが不満な方もいらっしゃっ

て、落ちた方がいろいろ言われていましたが、選考基準に足らなかった

と言っておきました。 

こちら側として何件かは目標というのがあるのであればいいですが、

目標に合わせるということも、下げて目標に達することもしたくないと

思いますので、私は、このままで良かったのではないかなと思います。 

水準の高い方を推薦していただいて、どんどんいただけるようにして

いただいたら良いなと思いました。 

 

奨励賞・功労賞は、ある程度レベルがないと、出してから後で「あの

人でいいのか」となると大変なことになるので、渡瀬委員の意見に賛成

です。 

私は、元高校教員なので、高校生にも門戸を開いてほしいなと。 

例えば、古い話で、昭和２４年に三重県立津高等学校の地歴部が明合

古墳を発見しました。その後、学者先生がみえて調査して「これは国史

に指定する」ということで、明合古墳は国の史跡になっています。若い

人で、すごく頑張っている人が居たらその人も選考してやってほしいな

と思います。 

 

確か、近年でも若い応募者が出たことがありましたね。そこは大丈夫

だと思います。そういう点では応募者数というのは、目標値があっても

励みになるというか、たくさん応募していただきたいけど、やっぱり表

彰者数は、目標はこうだからとそのままそれを達成することが目標にな

ってしまうとよろしくないなと。 
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佐藤委員 

目標値を立てることは悪いとは言わないけど、考え方としては、ただ

達成すればいいということではないですね。 

 

この件で、私は、ここ２，３年欠席させていただいているので、はっ

きり把握していないのですが、昔の奨励賞は若い人、今から伸びる人に

表彰したいというのがあったのですが、ここ何年か見ていると、お年を

召しすぎている人もあったような気がします。 

津市の奨励賞というのは、今から伸びる人にあげようということだっ

たのですが、いつからか趣旨が違ってきたような気がして、私は、欠席

しています。 

そこらへんをもうちょっとクリアに定めた方が良いのではないかなと

いう気がします。 

もう１つ、失敗したなと思ったのは、附属小学校の合唱に奨励賞を与

えたことがありました。 

結局、奨励賞というのはこれから継続していって伸びていかなければ

意味がないのに、あの時は素晴らしかったのですが、そういうところに

表彰を与えるというのは間違っていたかなと、後悔しています。 

奨励賞というのは、これから伸びる人にあげてほしいという思いがあ

ります。 

 

ありがとうございました。 

今後も毎年このような評価をしていくことになりますので、この評価、

事業計画、事業実施のサイクルがうまく回っていくようになると、文化

振興計画を見直した意義も出てくるのではないかと思います。 

 

それでは、２の報告の方に入ります。 

平成２８年度文化振興事業の事業計画について事務局から報告を受け

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

「平成２８年度文化振興事業の事業計画について」説明 

 

ありがとうございました。 

ただ今、平成２８年度の文化振興事業の事業計画について、ご報告を

いただきました。何かご意見、ご質問よろしいですか。 

 

今、資料３の説明はいただいたのですが、資料２の先程の網掛けある
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なしの話をしましたけれど、例えば、事業番号６番、２７年度は、予算

０でしたが、２８年度は予算がついているということで、事業番号６は

新年度やっていくとか、そういう見方をしていけばいいのですね。 

シロモチくんなんかは、今年度は予算ついていたけど来年度は予算が

ついていないので網が外れるとか、そういう見方をすればいいのでしょ

うか。 

 

はい。 

 

事業番号２７番のツーデーをしますよね、ツーデーは、面白いなと思

っていて。大変人気がありますし、志摩も鈴鹿もやりましたし、もし、

参考になるのならば、２６番の去年された事業がツーデーみたいな感じ

でウオークをしていますし、昨年度の霧山薪能がありますけど、霧山も

５００名と言わずに、せっかく名松線ができましたので、行きだけでも

少し歩いていただくとか、次年度の参考にしていったらどうかと。 

来年、ぶっつけ本番でするのに何か案があるなら良いですけど、ぶっ

つけ本番で１，０００人集めるのは大変だと思います。今年の事業を参

考にして動いていく方が楽かと思います。 

 

ツーデーウオークの関係ですけど、今年もツーデーと言いますか、本

来のツーデーウオークではないかも分からなかったのですが、お城周辺

と一身田を２日間歩いて、来ていただいた方にアンケート調査をしてお

りますが、単発のウオークの参加者はかなりみえるかなという感じはし

ます。 

ただ、伊勢志摩のように近鉄沿線で、いろんなものが揃っている中で、

あのような形で津でもやろうと思うと、なかなかすぐにはできないのが

現実なところだと思います。 

霧山薪能は、美杉はたくさん歩くコースも作っていただいて整備もし

ていただいています。 

霧山にもセラピーロードがありますので、歩いていただく部分の整備

はしてあるのですが、それをどうやって２日繋ぐか、これから検討して

いかなければいけません。名松線は開通しますが、その方々をどうやっ

て２日間引き留めておくか、宿泊の問題などいろいろありますので、こ

れからの検討になると思います。 

それと薪能ですが、北畠神社の会場は、５００人で精一杯です。 

昔は、柵がなかったので、庭園の中に舞台を入れ込んで境内の中を広
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く使っていましたが、柵を作っている関係で庭園の前に舞台を作ってい

ますので、５００人でもいっぱいで、これを増やすのは場所的に不可能

かなと思います。 

 

濱野委員のご指摘は、ツーデーじゃなくてもワンデーでもいいので、

いろんなとこで少しずつ事前にやりながらツーデーに繋げたら、という

ご意見だったと思うので、いろいろご検討いただければと思います。 

他にいかがでしょうか。 

 

市民薪能の方ですが、私も２年前に見させてもらったのですが、非常

に内容も素晴らしいものでした。 

２７年度は、少し集客が減っていますが、場所はすごく良いところで

す。 

薪能になりますと、音が静かな中でやるのが必要だと思います。ちょ

うど中心部といいますか、車とかの音が入ると場もしらける気がします

ので、防音の対策をしていただくともっと素晴らしいものになるかなと

思います。 

 

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは最後に、久居ホールの整備について、ご報告をお願いします。 

 

失礼させていただきます。 

昨年１２月に設計者を選定いたしました「久米アポア共同企業体」が

現在設計作業を行っていまして、工期は、２９年２月までとなります。 

設計は、基本設計と実施設計の構成で進めております。 

お手元に配布させていただいている図書が、３月２５日に基本設計と

して納入されたものとなります。 

基本設計とは、これまでの基本計画の意見を踏まえまして、建物の構

造や配置、各階の基本的なレイアウト、備えるべき機能や設備等をまと

めた図書となります。 

設計者を選定してからの現在の取り組みとしましては、昨年１２月１

３日に公開によるプロポーザル方式で設計者の選定をいたしました。 

同月２５日に契約の締結をいたしまして、その後、住民説明会を２回、

各種団体との話し合いを行いまして、ホール建設のための設計の段階か

ら立ち上げました。そして建設・管理運営検討委員会を３回行いました。 

その中で、いただいた意見として約１５０件ございまして、その意見
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を反映させたものを基本設計として、今回、御提示させていただいたも

のとなります。 

４月からは実施設計の段階に入っていきますが、まだ意見が反映され

てないものを、反映できるものを反映していく期間として進めてまいり

ます。 

それが、おおむね６月頃に仕上がってきまして、７月からは本格的な

実施設計へと進んでいきます。 

４月には、管理運営計画の策定へ着手してまいります。 

設計は、２９年２月が工期となっていまして、３０年度４月以降建設

工事の入札等への運びとなります。以上です。 

 

ありがとうございます。何かご質問はございますか。 

 

工事の入札が２９年？３０年？ 

 

今の予定でいきますと、２９年５月頃に仮契約、２８年度は旧庁舎の

解体をさせていただきます。 

 

ハード面は分かったのですが、ソフト面では、２８年度はどういう展

開をされていくのですか。 

 

設計と並行しまして、引き続き管理運営検討委員会も進めまして、そ

れとは別に管理運営計画の策定に着手していきます。 

その中で、まちづくり協議会も設置して進めてまいります。 

 

他によろしいでしょうか。 

本日の審議会に付議されました議事及び報告事項につきましては、終

了をいたしました。続きまして事項書の４のその他ですが、事務局から

何かありますか。 

 

次回審議会は、８月頃の予定でございます。 

また、公募委員の３名の皆様は、７月末日までの任期でお願いしてお

りますので、定例の審議会会議としては今回が最終となります。２年間

の審議会への御参画、ありがとうございました。 

引き続き津市の文化振興への御協力をよろしくお願いいたします。 

 



山田会長 それでは、これで本日の審議会を終了いたします。 

どうもありがとうございました。 

 

 

 

 


